
静岡市既成宅地土砂災害防止等施設設置事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 静岡市は、急傾斜地の崩壊等による被害の発生を未然に防止し、又は被害を軽減する

取組を支援し、もって土砂災害に強いまちづくりの推進に寄与するため、土砂災害防止等施

設を自ら設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に

関しては、静岡市補助金等交付規則（平成15年静岡市規則第44号。以下｢規則｣という。）及び

この要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）急傾斜地 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号。以下｢急

傾斜地法｣という。）第２条第１項の急傾斜地をいう。 

（２）土砂災害 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12

年法律第57号。以下｢土砂法｣という。）第２条の土砂災害をいう。 

（３）土砂災害防止等施設 土砂災害を防止し、又は土砂災害による被害を軽減する目的で設

置される擁壁等の施設をいう。 

（４）所有者等 所有者、管理者又は占有者をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下｢補助対象者｣という。）は、次条第２項に規定する

区域の土地又は住居（現に居住している専用住宅をいう。以下同じ。）の所有者等又は次に掲

げる者であって、土砂災害の発生を防止し、又は土砂災害による被害を軽減するため、土砂

災害防止等施設の設置を行うものとする。

（１）専ら居住の用に供する共同住宅における建物の区分所有等に関する法律（昭和37年法律

第69号）第３条に規定する団体の代表者 

（２）別表第１に掲げる施設の代表者 

２ 前項に規定する者が市税を滞納しているときは、補助対象者としない。 

 （補助事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下｢補助事業｣という。）は、別表第２に掲げる土砂

災害防止等施設を設置する事業（この要綱に基づく補助を受けて整備した土砂災害防止等施

設が自然災害により損耗した場合において、当該施設を修補し、又は更新する事業を含む。）

とする。 

２ 補助事業は、次の要件の全てを満たす区域において行うものとする。 



（１）次のいずれかに該当する区域であること。 

  ア 土砂法に基づく特別警戒区域にかかる住居が存すること。 

  イ 静岡県が急傾斜地崩壊危険箇所として位置付けた急傾斜地で、その崩壊により倒壊す

るおそれのある住居が存すること。 

  ウ 高さが５メートル以上の急傾斜地があり、その崩壊により倒壊するおそれのある住居

が存すること。 

（２）土砂災害防止等施設の設置後に土地利用を図ることができる平坦地の広さが設置前と同

規模程度であること。 

（３）静岡県が実施する急傾斜地崩壊対策事業その他の公共事業の対象となる箇所でないこと。 

（４）宅地を造成する工事の一環として土砂災害防止等施設が設置される箇所でないこと。 

（５）次のいずれかの理由により、住居の移転が相当困難であると認められること。 

  ア 500メートル以内に移転適地がないこと。 

  イ 生業依存度が極めて高く、他に移転することが困難であること。 

  ウ 住居の解体移転を要し、多大な経費を伴うこと。 

（６）補助対象者が土地の所有者でない場合にあっては、当該土地の所有者の補助事業の実施

に関する同意があること。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助事業に要する経費の額（消費税及び地方消費税相当額を除く。）の

２分の１に相当する額の範囲内とし、500万円を上限とする。 

２ 複数の土地又は住居の所有者等が一連の急傾斜地について共同で補助事業を実施する場合

は、各自の負担額を補助事業に要する経費の額とみなして、それぞれ前項の規定を適用する。 

３ 前２項の金額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。 

（事前相談） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、事業の内容等について、事前に市長に相談する

ものとする。 

（交付の申請） 

第７条 補助金の交付の申請をしようとする者は、既成宅地土砂災害防止等施設設置事業補助

金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

（１）位置図及び公図の写し 

（２）事業計画書及び事業予算書（様式第２号） 

（３）土地所有者の同意書（様式第３号） 



（４）計画平面図、横断面図及び構造図 

（５）工事費等見積書 

（６）市税の納税証明書 

（７）前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

（交付の決定等） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を

審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、

既成宅地土砂災害防止等施設設置事業補助金交付決定通知書（様式第４号）により、当該申

請者に通知するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第５条の２各号のいずれかに該当する場

合は、補助金の交付の決定をしない。 

（交付の条件） 

第９条 市長は、前条第１項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第６

条第１号から第３号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。 

（１）補助事業により設置した施設は、適正に維持管理すること。 

（２）補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、市長の承

認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は

担保に供してはならないこと。 

（３）前２号に規定するもののほか、市長が必要があると認める事項。 

（変更、中止又は廃止の承認申請） 

第10条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業を変更し、

中止し、又は廃止しようとするときは、既成宅地土砂災害防止等施設設置事業変更（中止・

廃止）承認申請書（様式第５号）に次に掲げる書類又は図面を添付の上市長に提出し、その

承認を受けなければならない。 

（１）変更内容を示した書類 

（２）見積書 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

２ 市長は、前項の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと

認めたときは、既成宅地土砂災害防止等施設設置事業変更（中止・廃止）承認通知書（様式

第６号）により、補助事業者に通知するものとする。 

（完了の報告及び検査） 



第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、速やかに既成宅地土砂災害防止等施

設設置事業実績報告書（様式第８号）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければ

ならない。 

（１）竣工図 

（２）工事写真 

（３）工事費用等精算書（様式第９号） 

（４）前３号に掲げるもののほか、市長が指定する書類 

（補助金の額の確定） 

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要が

あると認めるときは、現地調査を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の

内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべ

き補助金の額を確定し、既成宅地土砂災害防止等施設設置事業補助金確定通知書（様式第10

号）により当該補助事業者に通知するものとする。 

（請求） 

第13条 補助金の請求をしようとする者は、市長に書面により請求するものとする。 

（雑則） 

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 



別表第１（第３条関係） 

１ 老人福祉法（昭和38年法律第133号）第５条の３の老人福祉施設 

２ 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第５条第１項の身体障害者社会参加支援施設 

３ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第７条第１項の児童福祉施設 

４ 生活保護法（昭和25年法律第144号）第38条第１項第１号から第４号までに掲げる保護施

設 

５ 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）第39条第１項の母子・父子福祉

施設 

６ １から５までに規定するもののほか、これらに類する社会福祉施設 

７ 幼稚園及び特別支援学校 

８ 病院、診療所及び助産所（入所施設を有するものに限る。） 

別表第２（第４条関係） 

土砂災害を

防止するた

めの施設 

１ 重力式擁壁（急傾斜地崩壊対策事業の手引き（平成24年３月静岡県策定）

に適合する待受け擁壁をいい、落石防止柵等の附帯施設を含む。） 

２ 斜面保護工（急傾斜地崩壊対策事業の手引きに適合する斜面保護施設をい

い、落石防止柵等の附帯施設を含む。） 

土砂災害に

よる被害を

軽減するた

めの施設 

１ 鉄筋コンクリート造擁壁（道路土工－擁壁工指針（平成24年７月社団法人

日本道路協会策定）に適合するものをいう。） 

２ 無筋コンクリート造擁壁（道路土工－擁壁工指針に適合するものをいう。）

３ 間知石練積み造（道路土工－擁壁工指針に適合するものをいう。） 

４ 吹付枠工（道路土工－切土工・斜面安定工指針（平成21年６月社団法人日

本道路協会策定）に適合するものをいう。） 

５ 現場打ちコンクリート枠工（道路土工－切土工・斜面安定工指針に適合す

るものをいう。） 

６ モルタル・コンクリート吹付工（道路土工－切土工・斜面安定工指針に適

合するものをいう。） 

７ コンクリート張工（道路土工－切土工・斜面安定工指針に適合するものを

いう。） 

８ 前１から７までに掲げる施設と同等の機能を有すると市長が認める施設 


